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❶令和６年度発行の在学証明書 または
❷令和６年度学校印のある学生証

１. 該当書類

①入学時のみ学生証が発行される場合

②学年ごとに毎年度学生証が発行される場合

③在学する学年ごとに日付印が押される場合

・入学年が令和６年である場合は、学生
証で令和６年度在学が判断できます。
・入学年が令和５年以前である場合は、
入学時に発行された学生証では「令和６
年度在学」が判断できません。そのため、
認定申請には「令和６年度発行の在学証
明書」が必要です。

２. 学生証の例

「今年度高等学校に在学することが
分かる書類」について

学生証の様式によっては「今年度の在学」が判断できない場合が
あります。学生証で今年度の在学が判断できない場合は、学校よ
り「在学証明書」の発行を受けてください。
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学校印

学年ごとに学生証が発行されるため、
学生証で令和６年度在学が判断できます。
認定申請に学生証のコピーを添付してく
ださい。

在学学年ごとに日付印が押されるため、
学生証で令和６年度在学が判断できます。
認定申請に学生証のコピーを添付してく
ださい。


